
第２２期 第６回  

佐賀県有明海区漁業調整委員会 
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（佐賀市西与賀町厘外821番地の2） 
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２ 議    題 

 
（１）あんこう網漁業の許可方針について（諮問）           ・・・P１～３ 

（２）委員会指示の適用除外について（三洋テクノマリン株式会社）（協議）・・P４～18 

（３）佐賀県連合海区漁業調整委員会での協議結果について（報告）   ・・・P19～20 

（４）令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 

各県海区漁業調整委員会の提案議題に対する意見について（協議）  ・・・P21～58 

（５）ウミタケ調査操業の結果について（報告）            ・・・P59～62 

（６）遊漁者のクロマグロの採捕に係る委員会指示について（報告）   ・・・P63～65 

（７）水産流通適正化法について（報告）               ・・・P66～67 

（８）資源管理手法検討部会の参考人について（報告）         ・・・P68～71 

（９）委員会指示の適用除外承認の内容変更について（報告）      ・・・P72～77 

（１０）その他 

 

３ 閉    会  
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あんこう網漁業許可方針（案） 
 
第１ 制限措置 

１ 漁業種類 
あんこう網漁業 

   ２ 許可又は起業の認可をすべき船舶の数 
２８隻 

   ３ 船舶の総トン数 
     制限なし 
   ４ 推進機関の馬力数 
     制限なし 
   ５ 操業区域 
     佐賀県有明海（農林水産大臣管轄漁場を含む。） 
   ６ 漁業時期 
     １月１日から１２月３１日まで 
   ７ 漁業を営む者の資格 
     （１） 新規許可は原則として認めない。ただし、次の各号のいずれかに該 

当する場合はこの限りでない。 
ア ２親等以内の親族の廃業に伴い、許可を承継するとき 
イ 佐賀県有明海区漁業調整委員会に諮り、漁業調整上支障がないと 
認められるとき 

（２） 佐賀県において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうと 
する者 

（３） 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 
（４） 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第63号。以下「規則」と 

いう。）第１０条第１項各号のいずれにも該当しない者 
（５） 適切な資源管理を実践できる者 
（６） 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

 
第２ 許可の有効期間 
   許可をした日から令和４年６月３０日まで 
 
第３ 申請すべき期間 
   １ 申請すべき期間（以下「申請期間」という。）は、規則第１１条第１項に基 

づく公示をした日から次の開庁日までとする。 
２ 申請期間に到着し、受付けた申請の数（以下「受付数」という。）と、申請 
期間の最終日において有効な許可又は起業の認可を受けている船舶の数を足 
した数（以下「合計数」という。）が、２８件に到達しないときは、申請期間 
の最終日の次の開庁日を新たな申請期間として追加する。 
３ 令和４年５月３１日までの期間において合計数が２８件に到達するまでは、 
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最後に追加した申請期間の次の開庁日を更に新たな申請期間として追加する 
ことを繰り返す。ただし、最後に追加した申請期間より前の申請期間に受付け 
たもののうち、許可、起業の認可若しくは不許可の処分又は申請の取下げをし 
たものについては、これを受付数から除く。 
４ 合計数が２８件に到達した日以降から令和４年５月３１日までの期間にお 
いて、廃業等の事由により残枠が生じた場合は、再度公示を行う。申請期間の 
取扱いは、上記１から３に同じ。 
 

第４ 許可の基準 
   合計数が２８件を超える場合は、最後に設定した申請期間に受付けた者を次に掲 
げる優先順位により許可又は起業の認可をする者を定める。ただし、同順位である 
者相互間の優先順位は抽選による。 
（１） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のアに該当する者 
（２） 「第１－７ 漁業を営む者の資格（１）」のイに該当する者。なお、佐賀 

県有明海区漁業調整委員会に諮り、特別の事情等を考慮し、優先順位が定め 
られた場合は、この順位の中で、更にその順位による。 
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継 続 
     令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 
     提案議題（要望事項） 
 

                     佐賀県連合海区漁業調整委員会 
 
 
提案議題（要望事項・協議事項・照会） 
 
 クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について（案） 
 
 
内  容 
 
クロマグロ漁業への依存度が相対的に高い延縄、曳き縄釣、一本釣等の漁船漁業者は、
漁獲制限の開始以降、目的操業の自粛措置に取り組み、漁獲対象種をブリ、カツオ及び
サワラ等に転換しているものの、これら魚種の操業海域におけるクロマグロの来遊量の
増加に伴い、再放流作業等の労務負担が増大しており、漁家経営の悪化を招いています。 
また、本年２月には、沿岸の定置網に予期せぬ大型マグロの大量入網があり、佐賀県
海洋生物資源の保存及び管理に関する計画に基づき、勧告（くろまぐろが入網していな
いことが確実に確認される以外の休漁）を発出したことにより、青森県との融通手続き
が完了するまで休漁を余儀なくされたところです。 
 つきましては、クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援のため、次の事
項を要望いたします。 
 
 １ 国際委員会において、直近のデータに基づく資源評価結果を反映した漁獲枠の増 
枠を次期管理期間で実現するとともに、漁獲枠未利用分の繰越上限を堅持すること。 

  
 ２ 国際委員会で漁獲枠の増枠が承認された際は、沿岸の零細な漁船漁業に優先的に 
配分すること。また、配分の際は、混獲を回避しつつも本来の操業を継続すること
が可能となるよう、長期的な漁獲実績（基礎割）、来遊状況、操業特性や漁獲管理の
難易度等を考慮した配分を行うこと。 

 
 ３ 漁業者が安心して資源管理に取り組めるよう、放流活動、休漁に対する支援への 
十分な予算の確保を図るとともに、資源管理の取組による減収に対応するため、漁 
業収入安定対策（強度資源管理タイプ）の要件緩和措置の継続と国の掛金補助率の 
格差縮小を行うこと。 
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継 続 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に係る 
      提案議題（要望事項） 

佐賀県連合海区漁業調整委員会 
 
 

提案議題（要望事項・協議事項・照会） 
 
ミニボートによる危険行為の防止について（案） 

 
内  容 
 
 規制緩和により免許・登録が免除された連続最大出力が 1.5kW（2.039 馬力）の推進機関
を有する長さ３ｍ未満の船舶、いわゆるのミニボートは、海上交通の基本的ルールすら知
らない利用者が、耐航性や他船からの視認性が低いという特性を認識しないまま沖合への
出航や夜間航行、船舶の輻輳する港の周辺での遊漁を行っており、操業や漁船の航行に多
大な支障が生じています。 
 海上保安庁が取りまとめたミニボートの事故発生状況をみると、平成２２年から２７年
は年間５０隻前後の発生であったものが２８年以降増加に転じ、直近の令和元年には９０
件と倍増しております。 
 このため、全国各地で定期的に安全講習会を開催されているとともに、ミニボート販売
時に「ミニボート安全ハンドブック」を同封するなどの普及活動を積極的に実施されてい
るものと認識しております。 
 しかしながら、コロナ禍を受けて、海洋性レジャー人口が増加していること、気候変動
に伴う天候急変による海難事故の増加が懸念されることから、さらなる普及活動の徹底と
安全対策上の制度創設が必須と認識しております。 
 つきましては、海面における海難事故を防止し、人命の安全を守るため、次の事項を要
望いたします。                                  
                                         
 １ ミニボート所有者の登録と保険（特に遭難救助費用を対象）加入をセットとした制
度を創設すること。 

 
 ２ ミニボート利用者に安全講習会の受講を促すとともに、ミニボート販売業者にも購
買者に受講を促すよう引き続き強く働きかけること。 

 
 ３ 衝突事故防止のため目印となる旗やレーダー反射板などの安全装備を必置するよ
う、引き続き業界に強く働きかけるとともに、購買者等への普及啓発を強化すること。 
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 1 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（福岡県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１）大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業の操業禁止区域の見直し及び禁漁期
間の設定について 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 
 
（２）大中型まき網漁業の操業禁止区域の拡大並びに適正操業の指導強化について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 2 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 
 
（３）大中型まき網漁業及び沖合底びき網漁業における操業禁止区域の見直し拡大
等について 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（福岡県連合海区漁業調整委員会） 
 
（４）日韓漁業協定におけるはえ縄漁船の操業条件について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 3 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 
 
（５）日中・日韓新漁業協定の発効等に伴う今後の対策等について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 
 
（６）日本近海における外国漁船違法操業取締の強化について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 4 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 
 
（７）東シナ海における漁船の安全操業確保について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 
 
（８）日中漁業協定等に基づく外国漁船の操業条件等の堅持について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 5 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 
 
（９）日台漁業取決めの見直しについて（継続） 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 
 
（１０）日中漁業協定の見直しについて（一部新規） 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 6 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（佐賀県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１１）クロマグロ資源の適正利用及び零細漁業者の経営支援について 
 
意 見 
 
当海区要望分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１２）太平洋クロマグロの資源管理の推進について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 7 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（宮崎海区漁業調整委員会） 
 
（１３）太平洋クロマグロの資源管理に係る運用について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１４）太平洋クロマグロの資源管理の強化に伴う経営安定対策の推進について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 8 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（沖縄海区漁業調整委員会） 
 
（１５）太平洋クロマグロ（大型魚）の適正な資源管理について（継続） 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（佐賀県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１６）ミニボートによる危険行為の防止について 
 
意 見 
 
当海区要望分 
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 9 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１７）ミニボートによる危険行為の防止について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（長崎県連合海区漁業調整委員会） 
 
（１８）海区漁業調整委員会制度について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55



 10 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（大分海区漁業調整委員会） 
 
（１９）新たな漁業関係法令の改正について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（大分海区漁業調整委員会） 
 
（２０）改正漁業法における新たな資源管理措置等について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 11 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（宮崎海区漁業調整委員会） 
 
（２１）沿岸資源の適正な利用について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要望事項（鹿児島県連合海区漁業調整委員会） 
 
（２２）水産政策の改革について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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 12 / 12 
 

別紙様式 
 

令和３年度全国海区漁業調整委員会連合会九州ブロック会議に 
係る提案議題に対する意見 

佐賀県連合海区漁業調整委員会    
 
要望事項（熊本県連合海区漁業調整委員会） 
 
（２３）海区漁業調整委員会の財政基盤の確保について 
 
意 見 
 
要望の趣旨に賛同します。 
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令和３年度 ウミタケ調査操業結果報告書 
 
 

１． 調査の目的 
有明海の特産種であるウミタケについて、資源を持続的に利用するために調査操業を行うことで、 

資源回復や資源管理に必要な情報を把握し、操業に向けた基準作りを検討していくことを目的とし 

て実施した。 

 

 
２． 調査の方法 

ネジ棒及び簡易潜水器を用いてウミタケを採捕し、生息状況（生息箇所・生息密度・採捕個数） 
を把握した。また、採捕したウミタケを出荷し市場調査を行った。 

 
（１）ネジ棒     

令和３年３月と５月に行われた生息状況調査により、高密度に生息が確認された早津江筋漁場 
造成区（盛土区）を集中して調査した。 

 
（２）簡易潜水器   

令和３年３月と５月に行われた生息状況調査により、高密度に生息が確認された早津江筋漁場 
造成区（盛土区）を中心に、その周辺域の生息の広がりを調査するとともに、佐賀県有明海区に

おいて過去に生息密度が比較的高かった箇所（操業実績のある箇所）の調査を行った。 
 
（３）市場調査    

採捕したウミタケを筑後中部魚市場（一部直販所まえうみ）に出荷し調査を行った。 
尚、採捕にあたっての全体の採捕数量は、佐賀県有明海区漁業調整委員会指示第５３号の適用 
除外を受けた、採補数量である６，０００個体を上限とすることを徹底した。 

 
 
３．調査年月日    

（１）ネジ棒    

令和３年６月１４日・１６日（２日間） 
 
（２）簡易潜水器  

令和３年６月１７日・１８日・２０日・２１日・２２日（５日間） 
※ネジ棒及び簡易潜水器とも調査操業開始から２時間を目処に実施した。 

 
 
４．調査操業漁船   

ネジ棒４隻・簡易潜水器５隻 
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５．調査操業結果   

（１）ネジ棒の概況     
６月１４日・１６日（２日間）において、ネジ棒４隻／１日により、生息状況調査において高

密度に生息が確認された早津江筋漁場造成区（盛土区）を GPS によりピンポイントで確認し、
その箇所を４隻で集中して調査した結果、１日２時間程度の操業で１日１隻あたり２０個体～５

０個体（１日１隻あたり平均３２．６個体）の採捕となった。 
 
（２）簡易潜水器の概況 

６月１７日・１８日・２０日・２１日・２２日（５日間）において、簡易潜水器５隻／１日に 
より、生息状況調査において高密度に生息が確認された、早津江筋漁場造成区(盛土区)を中心に、 
その周辺域の生息の広がりを調査するとともに、佐賀県有明海区において過去に生息密度が比較 
的高かかった箇所（操業実績のある箇所）調査を行った結果、１日２時間程度の操業で１隻あた 
り１８０～３５０個体（１日１隻あたり平均２３２．８個体）の採捕となった。 
尚、採捕された箇所は、早津江筋漁場造成区(盛土区)が９９％以上を占め、過去に生息密度が
比較的高かった（操業実績のある箇所）１１箇所で調査操業が行われたが、白石干拓沖の１箇所

（別紙、調査地点②）でわずかに６個体が採捕されたのみで、その他の箇所での採捕はなかった。 
          

 
（３）市場調査の概況 

採捕したウミタケは、筑後中部魚市場およびまえうみに出荷した。 
ネジ棒は１箱（１８個体～２２個体入り）で、３，５００円～１０，０００円、簡易潜水器は 
１箱（１６個体～２２個体入り）で４，５００円～１１，０００円の値が付いた。 

   また、１日・１隻あたりで算出すると、ネジ棒は１日･１隻あたり８，１２５円(税別)、簡易潜 
水器は１日･１隻あたり９２，０２０円(税別)となった。 
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○海区漁業調整委員会事務局設置規程 

 

（設置） 

第１条 佐賀県有明海区漁業調整委員会及び松浦海区漁業調整委員会（以下「委員

会」という。）の事務を処理するため、委員会に海区漁業調整委員会事務局（以下

「事務局」という。）を置く。 

（職員等） 

第２条 事務局に事務局長（以下「局長」という。）及び副事務局長を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。 

主幹 

係長 

主任主査 

主査 

主事 

技師 

３ 前２項に掲げる職は、書記をもって充てる。 

４ 局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理する。 

５ 副事務局長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理し、局長不在のときは、その

職務を代行する。 

６ 主幹は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を整理する。 

７ 係長は、上司の命を受けて、事務局の事務の一部を処理する。 

８ 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。 

９ 主事及び技師は、上司の命を受けて、事務に従事する。 

（局長専決） 

第３条 局長の専決処理すべき事項は、次のとおりとする。 

(1) 職員の事務分掌に関すること。 

(2) 職員の旅行及び時間外勤務の命令に関すること。 

(3) 職員の欠勤、慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、

妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児
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休暇、引き続き３日以内の特別休暇（裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官

公署に出頭する場合を除く。）、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇

の願の処理に関すること。 

(4) 職員の週休日の振替に関すること。 

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。 

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。 

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 

(8) 佐賀県情報公開条例（昭和62年佐賀県条例第17号）に基づく公文書の開示及び

佐賀県個人情報保護条例（平成13年佐賀県条例第37号）に基づく個人情報の開示

の決定等に関すること。 

(9) 軽易な通知、照会、報告及び申請に関すること。 

(10) その他軽易な所掌事務の処理に関すること。 

(11) その他会長が特に指示した事項に関すること。 

２ 局長は、前項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属

すると認められるものについては、会長に報告しなければならない。 

（局長公印） 

第４条 事務局長の公印を、次のように定める。 

 

（局長電子署名） 

第５条 電子文書を施行するために必要な事務局の電子署名等に関し必要な事項につ

いては、規則その他の規程に定めがあるものを除き、佐賀県電子署名規程（平成14

年佐賀県訓令甲第11号）の規定の例による。この場合において、電子署名を行う文

書の発信者は、局長とする。 

（文書の管理） 

第６条 文書の管理については、佐賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１

号）の規定（同規程第45条第２項、第47条第２項及び第49条の規定を除く。）及び

佐賀県電子メール取扱規程（平成25年佐賀県訓令甲第10号）の規定の例による。 
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（人事評価） 

第７条 事務局の職員の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程（平成29年佐

賀県訓令甲第５号）の規定の例により行うものとする。 

（補則） 

第８条 事務局の職員の服務その他必要な事項については、この規程に定めるものの

ほか、知事部局に準ずるものとする。 

77


